
小
山
市
聴
覚
障
害
者
協
会
で
は
、

小
山
市
登
録
手
話
通
訳
者
認
定
試

験
を
実
施
し
ま
す
。
費
用
は
無
料

で
す
。

12
月
20
日（
土
）

午
前
10
時
〜
午
後
5
時

小
山
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

次
の
条
件
を
満
た
す
方

①
小
山
市
・
下
野
市
・
野
木
町
に

在
住
の
18
〜
60
歳
の
方

②
お
や
ま
地
区
手
話
基
礎
講
習
会

修
了
者
・
手
話
奉
仕
員
通
訳
者

養
成
講
習
会
「
応
用
課
程
」
以

上
修
了
者
・
県
登
録
通
訳
者
な

い
し
相
当
の
経
験
者

・
筆
記
試
験
／
小
論
文

・
実
技
試
験
（
読
取
、
聞
き
取
り

表
現
、
場
面
通
訳
、
面
接
）

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
・
郵
送

等
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
締
め

切
り
は
11
月
28
日（
金
）
で
す
。

小
山
市
聴
覚
障
害
者
協
会
内

認
定
試
験
事
務
局
（
担
当
皆
川
）

5
0
2
8
5
‐
2
3
‐
9
5
3
5

ﾒｰﾙoyam
a-kiso@
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ご
家
庭
で
介
護
す
る
方
が
、
食

事
の
介
助
や
清
潔
を
保
つ
方
法
、

身
体
の
向
き
を
変
え
る
介
助
の
方

法
な
ど
、
楽
に
介
護
が
で
き
る
よ

う
に
介
護
に
必
要
な
知
識
や
技
術

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

介
護
を
し
て
い
る
方
、
介
護
に

関
心
の
あ
る
方

11
月
25
日
（
火
）、
12
月
2
日

（
火
）･
9
日（
火
）･
16
日（
火
）

1
月
14
日（
水
）･
21
日（
水
）･

28
日（
水
）、
2
月
4
日（
水
）

※
4
日
間
1
コ
ー
ス

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

栃
木
県
県
南
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー

無
料

30
名（
申
し
込
み
順
・
随
時
受
付
）

栃
木
県
県
南
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー

1
0
2
8
2
‐
2
2
‐
7
5
5
3

小
山
及
び
宇
都
宮
調
停
協
会
で

は
、
次
の
日
程
で
金
銭
、
土
地
・

建
物
、
交
通
事
故
、
そ
の
他
民
事

に
関
す
る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

11
月
18
日（
火
）

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

小
山
市
役
所
庁
舎
分
室
201
号
室

小
山
調
停
協
会
（
小
山
簡
易
裁

判
所
内
）

1（
22
）0
5
3
6

12
月
1
日（
月
）

午
前
10
時
〜
午
後
3
時
30
分

宇
都
宮
市
役
所
14
階
大
会
議
室

宇
都
宮
調
停
協
会
（
宇
都
宮
家

庭
裁
判
所
内
）

1
0
2
8
‐
6
2
1
‐
2
1
1
1

（
内
5
5
2
3
）
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スクールガードボランティア活動は、近年の子どもたちが犯罪に巻
き込まれる事件の増加を受け、学校と連携して校内外での子どもたち
の安全を確保し安心して学習できる環境を守るため、各学校区単位で
組織された学校安全ボランティアをいいます。
各学校では、これまで登下校指導や校内外の安全点検、不審者侵入

対策などを行い、子どもたちの安全を確保してきましたが、人的・時
間的な制約があることから、学校だけではその対応が不十分な状態と
なっているのが現状です。このため、保護者や地域の方々のご協力の
下、スクールガードボランティアの登録をお願いし、安全安心して学
習できる環境を整えるために活動していただいています。
スクールガードボランティアは随時募集していますので、活動に賛

同いただける方は、各学校または学校教育課までご連絡ください。
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